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合志市議会だより

合
志
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

平
成
26
年
度
合
志
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
６
号
）

平
成
26
年
度
合
志
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
6
号
）

総務常任委員会
委員長
委　員
委　員
委　員

副委員長
委　員
委　員

吉永　健司
島田　敏春
坂本　武人
西嶌　隆博

東　　孝助
来海　恵子
濱元幸一郎

平
成
26
年
度
合
志
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
６
号
）

請
願
第
３
号　

憲
法
改
正
の
早
期

実
現
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
つ

い
て
の
請
願

（
総
務
課
）

問
　
市
民
の
意
見
を
聞
く
機
会
を
設
け

た
の
か
。

答
　
特
別
職
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
市

政
施
行
後
も
１
度
特
別
職
の
報
酬
等
審

議
会
を
組
織
し
、
住
民
代
表
や
市
内
公

共
団
体
の
中
か
ら
委
員
を
選
任
し
議
論

い
た
だ
い
た
経
緯
も
あ
り
、
今
回
も
同

様
の
審
議
会
を
組
織
し
慎
重
に
検
討
し

た
結
果
で
あ
る
。

問
　
報
酬
を
引
き
上
げ
た
場
合
、
市
予

算
に
対
し
割
合
は
。

答　

議
員
報
酬
の
占
め
る
割
合
は
、26
年

度
当
初
で
算
出
し
た
場
合
、約
0
・
6
％

に
相
当
す
る
。

【
反
対
討
論
】
今
回
の
引
き
上
げ
は
、
市

民
の
合
意
を
得
て
い
な
い
大
幅
な
引
き

上
げ
で
あ
り
、
財
政
の
厳
し
さ
を
理
由

に
税
や
介
護
保
険
料
の
値
上
げ
等
、
市

民
に
負
担
増
を
押
し
つ
け
た
中
で
の
引

き
上
げ
に
は
反
対
。ま
た
、
報
酬
等
審
議

会
の
付
帯
意
見
と
し
て
、
定
数
削
減
で

の
増
額
に
沿
う
形
で
の
提
案
に
も
反
対
。

【
賛
成
討
論
】
定
数
削
減
と
報
酬
は
、
別

で
あ
る
。定
数
に
つ
い
て
は
、
議
員
発
議

で
提
案
し
可
決
さ
れ
た
。ま
た
、
若
い

方
々
が
政
治
に
参
加
で
き
る
環
境
を
整

備
す
る
こ
と
も
我
々
の
責
務
で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
、市
議
会
と
し
て
、政
策
提
言
、

立
案
を
す
る
事
が
市
の
発
展
に
必
要
と

考
え
る
。そ
の
た
め
に
も
、
多
く
の
人
材

が
市
政
に
参
加
す
る
意
欲
を
持
て
る
環

境
を
作
る
と
い
う
意
味
で
も
報
酬
の
引

き
上
げ
は
必
要
。

（
財
政
課
）

問
　
公
債
費
に
つ
い
て
、
利
子
の
変
動

は
理
解
で
き
る
が
、
元
金
増
の
理
由
と
、

公
債
費
の
元
利
均
等
と
元
金
均
等
の
割

合
は
。

答　

利
率
の
見
直
し
に
よ
り
、
利
率
が

下
が
っ
た
た
め
利
子
が
減
額
と
な
っ
た
。

元
利
均
等
払
い
の
た
め
、
利
子
が
少
な

く
な
り
元
金
の
割
合
が
増
え
た
た
め
で

あ
る
。過
去
分
の
政
府
資
金
は
元
利
均

等
が
多
く
、最
近
の
特
例
債
等
は
、民
間

金
融
機
関
の
元
金
均
等
が
優
位
で
あ
り

多
い
。

（
総
務
課
）

問
　
防
犯
対
策（
防
犯
カ
メ
ラ
）に
つ
い

て
、
地
区
の
要
望
通
り
設
置
と
な
っ
た

か
。ま
た
、次
年
度
も
継
続
す
る
の
か
。

答　

県
の
補
助
要
項
に
合
わ
せ
、
市
の

補
助
要
項
を
制
定
し
、
全
て
の
行
政
区

に
照
会
を
か
け
、今
回
は
、要
望
全
て
が

対
象
と
な
っ
た
。次
年
度
以
降
は
不
透

明
で
あ
る
。今
回
は
、
県
内
で
の
申
請
が
、

本
市
の
み
で
あ
り
要
望
通
り
と
な
っ
た

が
、次
年
度
は
、他
市
町
村
か
ら
の
要
望

も
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
現
状
で
は
、

分
か
ら
な
い
。

（
環
境
衛
生
課
）

問　

野
犬
対
策
に
つ
い
て
、
過
去
に
は
、

子
牛
等
が
野
犬
に
噛
ま
れ
る
等
の
被
害

が
発
生
し
た
経
緯
が
あ
る
が
、
現
在
も

あ
る
の
か
。

答　

以
前
は
、
家
畜
等
へ
の
被
害
が
あ

っ
た
が
、
現
在
そ
の
よ
う
な
事
例
は
無

い
。家
庭
で
飼
わ
れ
て
い
る
犬
が
逃
げ

出
し
、
住
民
が
保
護
し
て
い
る
の
を
引

き
取
り
に
行
き
、
そ
の
後
の
処
置
等
に

係
わ
る
経
費
で
あ
る
。

　

意
見
と
し
て
、「
請
願
内
容
は
、
憲
法

改
正
を
願
意
と
し
て
い
る
が
、
具
体
的

に
何
を
ど
う
改
正
す
る
の
か
と
い
う
趣

旨
が
見
え
な
い
。」ま
た
、「
具
体
的
な
条

項
よ
り
も
、現
実
と
乖
離
し
て
い
る
状

況
か
否
か
を
議
論
の
対
象
と
し
て
国
会

で
議
論
し
、
国
民
が
判
断
で
き
る
機
会

が
必
要
と
す
る
主
旨
と
捉
え
る
。」
等
、

多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

【
反
対
討
論
】
日
本
国
憲
法
は
、
恒
久
の

平
和
主
義
、国
民
主
権
、基
本
的
人
権
の

尊
重
を
最
大
原
則
と
し
た
日
本
の
最
高

法
規
で
あ
る
。世
界
の
国
々
か
ら
日
本

の
平
和
主
義
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

現
憲
法
を
守
り
こ
れ
を
生
か
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
趣
旨
が
曖
昧
で
、

具
体
性
に
欠
け
る
本
請
願
に
反
対
で
あ

る
。

【
賛
成
討
論
】
こ
の
請
願
の
趣
旨
は
、
一

定
の
項
目
を
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、

現
憲
法
が
、Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
下
に
英
文
で

作
成
し
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
も
の
で
、

1
9
4
7
年
に
施
行
さ
れ
た
。国
会
で

承
認
を
得
た
当
時
の
日
本
は
、
敗
戦
直

後
の
戦
争
状
態
で
あ
り
、
1
9
5
2
年

に
主
権
回
復
し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
施

行
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
事
が
一

番
の
議
論
の
対
象
で
あ
る
。日
本
国
憲

法
第
96
条
に
は
、
改
正
条
項
が
あ
る
が
、

現
憲
法
は
そ
の
手
続
き
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。主
権
回
復
後
、
1
度
で
も
こ
の
手

続
き
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
こ
の
よ
う
な

問
題
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。よ
っ

て
、
各
政
党
そ
れ
ぞ
れ
の
素
案
を
提
示

し
議
論
し
た
上
で
、
国
民
に
信
を
問
う

必
要
は
あ
る
と
考
え
る
た
め
採
択
す
べ

き
。

合
志
市
道
路
線
の
廃
止

請
願
第
5
号　

安
全
・
安
心
の
医
療
・

介
護
の
実
現
と
夜
勤
改
善
・
大
幅
増

員
を
求
め
る
請
願
書

請
願
第
6
号　

介
護
従
事
者
の
処
遇

改
善
を
求
め
る
請
願
書

（
学
校
教
育
課
）

問　

小
学
校
の
備
品
購
入
に
つ
い
て
は

入
札
か
。ま
た
学
校
ご
と
に
行
う
の
か
。

答　

学
校
教
育
課
で
学
校
ご
と
の
必
要

数
を
取
り
ま
と
め
、
財
政
課
で
一
括
し

て
入
札
す
る
。

（
生
涯
学
習
課
）

問　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ

ー
の
報
酬
は
安
す
ぎ
な
い
か
。

答　

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
報
酬
に
つ

い
て
は
、市
担
当
部
局
で
検
討
し
て
い
る
。

（
農
業
委
員
会
）

問　

耕
作
放
棄
地
解
消
緊
急
対
策
事
業

補
助
金
で
取
り
組
ん
だ
事
業
は
、
今
回

が
初
め
て
か
。

答　

平
成
25
年
度
は
、
国
庫
補
助
事
業

に
よ
り
5
筆
、
84
ア
ー
ル
で
取
り
組
ん

だ
。補
助
事
業
は
国
と
県
が
あ
り
、
今
回

は
事
業
者
の
都
合
に
よ
り
県
補
助
事
業

と
な
っ
た
。規
模
は
1
筆
の
40
ア
ー
ル

で
あ
る
。

（
農
政
課
）

問　

稼
げ
る
竹
林
整
備
推
進
事
業
補
助

金
の
内
容
は
。

答　

3
戸
以
上
で
構
成
さ
れ
た
任
意
団

体
で
行
う
竹
林
整
備
事
業
に
対
し
て
、

全
体
事
業
費
の
二
分
の
一
が
補
助
さ
れ

る
。た
だ
し
、事
業
後
3
年
間
以
上
継
続

し
て
タ
ケ
ノ
コ
生
産
を
行
う
と
い
う
制

約
が
あ
る
。

（
上
下
水
道
課
）

問　

マ
ン
ホ
ー
ル
改
良
工
事
90
カ
所
分

に
つ
い
て
は
、
国
、
県
、
市
道
の
改
良
工

事
に
伴
う
こ
と
に
よ
る
工
事
費
と
の
説

明
だ
が
、新
規
の
追
加
な
の
か
。

答
　
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
た
工
事
に
伴

う
も
の
で
は
な
く
、
追
加
補
正
さ
れ
た

工
事
に
伴
う
追
加
分
で
あ
る
。

問　

道
路
認
定
し
て
い
た
民
地
に
つ
い

て
は
、今
後
も
道
路
と
し
て
使
用
で
き

る
の
か
。ま
た
今
後
補
修
等
が
必
要
な

と
き
は
ど
ち
ら
で
す
る
の
か
。

答　

道
路
は
今
ま
で
ど
お
り
通
行
可
能

で
あ
り
、補
修
等
に
つ
い
て
は
、所
有
者

個
人
に
な
る
。

（
福
祉
課
）

問　

児
童
発
達
支
援
・
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
給
付
に
つ
い
て
現
状
は
。ま

た
、受
け
入
れ
体
制
は
で
き
て
い
る
か
。

答　

4
月
当
初
は
月
2
4
0
件
程
度
の

利
用
が
、
9
月
は
3
0
0
件
程
度
に
な

っ
た
。内
容
は
、
児
童
発
達
支
援
が
75
件

か
ら
85
件
程
度
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
は
90
件
が
１
3
0
件
程
度
、
相
談

支
援
は
60
件
が
80
件
程
度
に
伸
び
て
い

る
。受
け
入
れ
体
制
は
足
り
て
い
る
。

（
子
育
て
支
援
課
）

問　

債
務
負
担
行
為
補
正
に
つ
い
て
、平

成
28
年
度
ま
で
の
合
志
南
小
学
童
ク
ラ

ブ
プ
レ
ハ
ブ
室
の
レ
ン
タ
ル
費
用
と
の

こ
と
だ
が
、そ
の
後
は
ど
う
な
る
か
。

答　

27
年
度
に
教
室
を
増
築
す
る
が
、

そ
の
中
で
学

童
用
に
2
教

室
増
築
し
、

学
童
用
は
多

目
的
教
室
の

2
教
室
と
合

わ
せ
4
教
室

と
な
る
。

（
健
康
づ
く
り
推
進
課
）

問　

消
費
期
限
切
れ
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク

チ
ン
損
失
補
償
5
１
，0
0
0
円
は
、国

か
ら
の
接
種
勧
奨
差
し
控
え
に
よ
る
影

響
だ
が
、
国
か
ら
の
損
失
補
償
は
今
後

ど
う
さ
れ
る
か
。

答　

こ
の
損
失
補
償
は
、同
事
例
は
な

い
か
県
に
確
認
し
た
が
無
か
っ
た
。定

期
接
種
と
い
う
こ
と
で
市
独
自
の
判
断

で
行
っ
た
。再
度
、
全
国
的
に
同
事
例
が

な
い
か
。ま
た
、
あ
っ
た
場
合
の
対
応
を

県
に
確
認
し
た
い
。

【
反
対
討
論
】
国
の
借
金
が
１
千
兆
円
超
、

消
費
税
2
％
増
税
も
見
送
ら
れ
、
こ
の

社
会
保
障
費
は
大
き
く
膨
れ
上
が
る
と

推
測
さ
れ
る
中
、
ま
っ
た
く
財
源
の
裏

付
け
が
な
い
の
で
反
対
。

【
賛
成
討
論
】
現
状
と
し
て
医
療
現
場
、

体
制
も
含
め
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
大
事

で
あ
り
賛
成
。

【
反
対
討
論
】
処
遇
改
善
の
費
用
は
、
保

険
料
や
利
用
料
に
転
嫁
せ
ず
、
国
費
で

行
う
こ
と
と
し
た
部
分
は
、
検
討
す
る

と
こ
ろ
が
あ
り
反
対
。

【
賛
成
討
論
】
介
護
従
事
者
の
平
均
賃
金

が
安
い
現
状
で
、
人
が
集
ま
り
に
く
い

状
況
に
あ
る
。処
遇
改
善
を
含
め
、
国
を

挙
げ
て
進
め
る
べ
き
で
あ
り
賛
成
。
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